
生駒市教育委員会規則第４号 

生駒市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２７年１月２６日 

             生駒市教育委員会委員長  山 本 吉 延 

 

   生駒市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則 

第１条 生駒市体育施設条例施行規則（平成元年１２月生駒市教育委員会規則第

８号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「生駒市北大和体育館」を 

 に、「生駒市北大和グラウンド」を 

に、「６月１日」を「５月１日」に、             を「生駒市 

井出山グラウンド」に、 

 

 

 

 

 

 

生駒市北大和野球場 

生駒市総合公園グラウンド 

午前９時から午後９時までとする。 

生駒市生駒北スポーツセン

ターグラウンド 

生駒市北大和野球場 

生駒市小平尾南少年グラウ

ンド 

生駒市総合公園グラウンド 

午前９時から午後９時までとする。 

生駒市生駒北スポーツセン

ターグラウンドランニング

トラック 

午前９時から午後７時までとする。 

「生駒市生駒北スポーツセンター体育館 

 生駒市北大和体育館        」 

「小平尾南少年グラウンド 

 生駒市井出山グラウンド」 

を 

」 

「 

に、 

「 

」 

「生駒市生駒北スポーツセンター野球場 

 生駒市北大和グラウンド      」 



「生駒市浄化センターテニスコート」を 

 

 

第２条 生駒市体育施設条例施行規則の一部を次のように改正する。 

  第３条第３号アを次のように改める。 

   ア 毎月第４火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という｡)に当たるときは、

第３火曜日） 

  別表中              を「むかいやま公園グラウンド」に、 

 

                 を                に改 

める。 

   附 則 

 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。 

 (1) 第１条中生駒市体育施設条例施行規則別表の改正規定（「生駒市北大和 

体育館」を                   に改める部分に限る｡) 

 平成２７年２月２２日 

 (2) 第１条の規定（前号に掲げる改正規定を除く｡) 平成２７年３月２２日 

(3) 第２条の規定 平成２７年４月１日 

「生駒市生駒北スポーツセンターテニ 

生駒市浄化センターテニスコート  

スコート 

    」 

「生駒市北大和グラウンド 

 イモ山公園グラウンド   

 むかいやま公園グラウンド」 

「生駒市北大和野球場 

 生駒市小平尾南少年グラウンド」 

「生駒市小平尾南少年グラウンド 

 イモ山公園グラウンド    」 

「生駒市生駒北スポーツセンター体育館 

 生駒市北大和体育館        」 

に改める。 


